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平 成 年
月 日

（火曜日）

地

名

及

光
市
光
井
七
丁
目
一
六
〇
八
の
九

山
口
県
告
示
第
百
九
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し

そ
の
関
係
図
面
は
、
周
南
土

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

文
の
規
定
に
基
づ
く
生
活
相

規
定
す
る
業
務
を
行
う
も
の

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

告

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
指

施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
う

型
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
を
「
指

生
活
介
護
又
は
指
定
介
護
予
防

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「

八
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十

３

指
定
特
定
施
設
入
居
者
生

護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生

着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

入
居
者
生
活
介
護
を
い
う
。
以

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
を

条
」
を
「
第
六
十
一
条
」
に
改

部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
事

び

番

地

（
メ
ー
ト四

年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二

た
。

木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦

山
口

幅

談
員
を
置
い
て
い
な
い
場
合
に
あ

と
す
る
。

ら
施
行
す
る
。

示

定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者

養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
に
改
め
、
同

定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行

（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号

六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を

活
介
護
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定

活
介
護
を
行
う
養
護
老
人
ホ
ー
ム

護
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法

に
よ
り
市
町
が
定
め
る
条
例
に
規

下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
外
部

「
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居

め
、
同
条
第
四
項
中
「
外
部
サ
ー

施
設
入
居
者
生
活
介
護
又
は
外
部

業
を
行
う
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
い

一

ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

指
定
年
月
日

・
〇

二
六
・
〇
平
成
二
七
、

五
、
一

条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道

覧
に
供
す
る
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

員

延

長

っ
て
は
、
主
任
支
援
員
が
前
二
項

生
活
介
護
又
は
指
定
介
護
予
防
特

条
第
五
項
中
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居

う
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
に
改
め
る

）
」
を
削
り
、
「
第
八
条
の
二
第

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

施
設
入
居
者
生
活
介
護
又
は
指
定

で
あ
っ
て
、
条
例
第
五
条
第
一
項

律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
八
条

定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施

サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防

者
生
活
介
護
」
に
、
「
第
六
十

ビ
ス
利
用
型
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（

サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防

う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
「
指
定

五 路 に 定用者。十介本 の設特七外特特

規

則

告

示



平

法

成 年 月 日 火曜日

び
及

こ れ

２

て り 数

山 口

も

１

す
張

申 こ い
と

月
同

（定期）県 報

上

第 号

山
平

効
力

委
員第

れ
よ

に
定

規
の

項
１

第
条

し
と

況
状

票
開

間
中

の

ば

こ
、

は
当

本
、

も
回

３
て

の
そ

、

中
途

、
は

表
発

の

票
開

、
い

奪
を

目
の

視
監

会
立

た
出

け
届

の
人

出
申

る
す

視
監

会
立

、

有
が

人

行
の

ら
れ

さ
害

妨
を

と
こ

法
挙

選
職

公
、

は
為

第
。

る
す

反
違

に
条

議
会

議
県

口
山

の
行

執
日

関
に

力
効

の
）

。
う

一
員

申
の

議
異

の

の
議

異
る

す

は
人

出

。
る

す
却

棄
を

出

す
と

効
無

を
挙

選
件

本
、

委
理

管
挙

選
市

関
下

。
る

人
会

立
挙

選

口
山

と
会

員

下
以

」
人

会
立

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

人
出

申
議

異
記

決

下
以

人
出

申

選
挙
管
理

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

成
二
十
七
年
四
月
十
二
日
執
行
の

に
関
し
、
吉
村
親
房
か
ら
提
起
さ

会
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
決
定

る
す

関
に

力
効

の
挙

選
、

発
の

こ
。

た
し

表
発

議
異

の
票

効
有

の

速
い

速
が

表

業
作

と
こ

る
せ

さ
を

認
確

隠
の

め
た

う
行

を
正

不
で

監
会

立
の

検
点

の
票

効

れ

和
昭

。
た

れ

、
に

中
視

第
律

法
年

般

由
理

の
定

決

下
以

。
号

お
に

区
挙

選
市

関
下

挙
選

次
、

て
い

つ
に

出
申

る
け

の
議

異

文
主

決
り

お
と

の

求
を

定
決

る

旨
要

の
出

申

選
県

し
と

由
理

の
そ

、
め

出
申

、
は

会
員

委
理

管
挙

す
認

確
が

）
。

う
い

と

人票
の

前
る

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

」

関
下

人
出

申
議

異

書
定

成
平

ら
か

）
。

う
い

と
４

年

委
員
会

第
五
十
八
号

山
口
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
下

れ
た
異
議
の
申
出
に
対
し
、
平

し
た
。

に
合

場
た

っ
あ

が
出

申
の

前
建

、
は

の
う

い
と

報

お

付
ギ

ク
を

人
会

立
で

あ
で

疑

。
る

あ
で

の
み

し
に
け

さ
導

誘
に

査
審

の
票

問

第
）

。
う

い
と

」
法 挙
選

条

下
以

。
す

ま
し
定

」
挙
選
件

本

に
う

よ
の

次
ね

む
お

お
て

、
で

い
な

得
を

意
同

の

主

の
別

者
補

候
、

を
数

か
し

概
票
得

長

中

村

正

昭

吉

号
１

番
１

町
中

田
稗

市月

房
親

村

た
れ
さ

起
提

で
け

付
日

関
市
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
の

成
二
十
七
年
五
月
二
十
五
日
の

、
れ
ら
め
認

と
た
れ
わ

行

問
疑

。
い
な
は
実

事

票
開

回
に
台

積
集
票
問

疑
が
票

届
の
人
出
申

う
よ
う
行

に

た
ま

。
い
な
で
の

も

出
け

業

て
い

お
に
合
場
の

こ
、

は
又

、
り
回
見

に
由
自
を票

効

立

ら

た
れ

ら
ね

束
に

と
ご

票

録
挙
選

、
に
ら
さ

。
る
れ

ろ
ち
も
は
の

い

て
全
は

に

っ
が
た
し

ま
、
り

あ
で
ん

議
異

２

出
申
の

議
異
、
て

申

に
２
の

由
理
の
出

申
の

作
票
開

、
は
張
主

の
人
出

当
に

る
め
進
を

業
作
票
開

。
る
い
て

れ
ら
め
求

が

た

点
の

票
効
有
、

で
ろ
こ
と

し
張
主
と

た
れ
さ
導

誘

検

異
１

。
る
あ

で
り

る
い
て

に
１
の

由
理
の
出

申
の
議

を
数

概
票
得
の

別
者
補
候

よ
る
せ
ら

知
に
か
や

速

中

え
考

と
る
あ
で

為

め
努

う

す
表
発
を

数

た
ま
、

れ
ら

第

上
法
、

は
と
こ
る

事
る

す
反
違
に
定

規
の
条

う
行

を
表
発
の

こ
、
お
な

に
定
規

の
挙
選
、

て
い

こ

が
れ
そ
お

す
ぼ

る
す

反
違

さ
と
い

り
限

に
合
場
る
あ

う
い
に
こ

こ

。
る
れ執
理

管
の

に
定

規
の
挙
選

な

明
る

す
関
に
続
手

の
行

執
理
管
の
挙

選
、
も
と

く

る
れ

さ
害
阻
く

し
著

の
行

及
定
規
の

こ

す
指

を
と
こ

に
業

作

調
が

会
員
委
当
び

第
法
て

し
関

に
際

た
れ

さ
付

項
２

第
条

会
立

た

ず
票

１
を
票

投
、

り
あ

で
の

も
た
し

促
を

人

し
を

査
審
の

票
問
疑
、

も

れ
さ
付

回
に
人

会

な
い

て

に
束

票
各

点
を

票
効
有

た

立
の

票
投

効
有

た
れ

さ
付

い
て

し
印

押
名
署
が

人
会

わ
行

が
為
行

正
不

、
た

る

に
１

の
由

理
の

い
と

た
れ

て
い

つ

。
い
な

が
由

理
は

も
る

す
関

に
方

め
進

の
業

公
の

そ
、
は
て

っ

あ
で

の

監
会
立

の

す
保

確
を

さ
正

こ

け
届

の
人

出
申
に
中

視

、
は

れ
こ
、

て
し

関
に

と

況
状
票

開
間

て
い

つ

票
開

こ
る

こ
る

す
表

発
て
し
と

第
条

６
第

法
た

め
定

を
と

得
を
意
同

の
者
補
候

、

２

お
て

れ
さ

止
禁

、
で

い
な

な
は

実

と
こ

の
こ
、

ず
ら

主
が

人
出

申
、

は
と

。
い

る
あ
が

と
こ

う
よ
る

す
張

選
、

定
規
の

そ
、

は
き

と

の
そ

、
は

会
員

委
理

管
挙

主
、
は

と
」

る
す

反
違

選

違
に

定
規

の
文

選
て
し

と

上
続

手

は
又
と

こ
る

す
反

で
念

理
本

基
の
法
挙

選
、

。
る

い
て

れ
さ

解
と

の
も

き
づ

基
に

ろ
こ

と
た

し
査

第
び

及

重
慎
、

つ

る
す

反
違
に

定
規

の
条

査
審

の
票

問
疑
る

す
検

点

害
妨

を
視

監
会

立
、

先
を

、
は

き
と

い

の
め

た
る

す

し
検

作
票
開

、
は

人
会

立

、
は

に
後

検
点

、
り
お

て

こ
る

い
て

し
印

押
に

箋

有

開
、

て
っ

よ
。

め
認

が
と

実
事

う

に
正

公
は

業
作
票

。
る

。
い

な
れ

ら
め
認

も

図
を
化

速
迅
に

も
と

と
る

疑
が

人
会

立
た
出

と
こ

る

迅
の

業
作

に
査

審
の

票
問

と

、
に

め
た

る
図
を

化
速

挙
選

を
果
結

の
挙

選
、

は

に
旨

趣
の

定
規

の
項

に
人

確
が
人

会
立

行
る
す

合
適

関
に

概
票

得
の

前
る
す

認第
法

て
し

を
正

不
な

び
及

項
２

第
条

違

な
で

の
も

の
め

た
う
行

動
異

に
果

結
の
挙

選
が

反

け
な

し
と

効
無

を
挙

及
を

任
の

理
管
挙

な
ら

な
ば
れ

接
直

挙
選

が
関

機
る

あ
に

定
規

の
文
明

な
う

よ
の

そ

正
公
由

自
の

挙
選

る
あ

が

結
た

し
理

審
に

が
則

原
の

お
と

の
次

、
は
果 二

選
挙
管
理
委
員
会



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 （定期）報 第 号
、

て
っ

が
た

し

よ 。
い

以
と

の
上

理
の

出
申

の
議

異

は
張

主
の

人
出

申
、

り
お

決
り

お
と

の
文

主
、

て
っ

成
平

る
す

定

年
月

５
）

年

な
が

由
理

は
に

２
の

由

日

な
が

由
理

も
れ

ず
い

。
い

選
県

口
山 。

異
の

こ
、

く
議

長
員

委
会

員
委

理
管

挙

な
れ
免

を
却

棄
は

出
申

の

昭
正

村
中

三
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